
独立行政法人地域医療機能推進機構 

高岡ふしき病院附属訪問看護ステーション 

重要事項説明 
１．ステーションの概要 

（１）連絡相談窓口 電話 ０７６６―４４―３１５８  担当 佐伯 睦子 

  （２）提供できるサービスの種類と地域 

 

 

 

 

 

     

     

     

   

 

 

 

 

 

事 業 所 名 

 

独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO） 

高岡ふしき病院附属訪問看護ステーション 

 

 所 在 地 

 

 

高岡市伏木古府元町８番５号 

 

電話番号・ＦＡＸ番号 

 

０７６６－４４－３１５８ 

 

介護保険指定番号 

 

１６６０２９００６３ 

 サービスの種類 

 

訪問看護、介護予防訪問看護 

 

 

 サービスを提供する地域 

 

 

    高岡市 

                  ＊上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。 

   （３）職員体制・職務内容・営業時間 

職員 体制 職務内容 

管理者１名（常勤）    

    （看護職員と兼務） 

 

看護職員３名（常勤） 

 

事務職員１名（非常勤） 

管理者は管理者として所属職員を指導監督し、適切な事業

の運営が行われるよう総括する。また従業者に対して法令

等遵守すべき事項についての指揮命令を行う。 

看護師は訪問看護計画書及び報告書を作成し、訪問看護の

提供に当たる。 

事務職員は必要な事務を行う。 

営業時間 

月曜日～金曜日：午前８時３０分～午後５時１５分 

ただし、国民の祝祭日１２月２９日～１月３日を除く 

 



２．当訪問看護サービスの運営の目的及び方針 

 独立行政法人地域医療機能推進機構が開設する高岡ふしき病院附属訪問看護ステーション（以下「ス

テーション」という）は適正な運営を確保し、人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態と

なった場合においても、その居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことがで

きるように支援することを目的として、介護予防及び適正な訪問看護及び定期巡回随時対応型訪問介

護・看護（連携型）を提供します。また、在宅療養生活が円滑に継続できるよう利用者を支援し、家

族に対しても支援し、利用者の意志及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な訪問看護の提供

を確保することを目的とします。 

ステーションの看護師等は、高齢者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回

復を図るとともに、生活の質の維持・向上を重視した在宅療養が継続できるよう支援します。また、

利用者の意志及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。 

事業の実施にあたっては、関係行政機関及び地域の保険・医療・福祉サービス機関との密接な連 

携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。 

 

３． 具体的な訪問看護の内容 

訪問看護を行うにあたって、看護師等は利用者の希望、全身状態と障害の程度を把握して 

在宅主治医に連絡しその指示に基づいて次の内容を行うものとします。 

（１） 利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、作成した訪問看護計画に基づき 

訪問看護を提供します 

（２）介護予防を目的とした療養上の援助、清拭洗髪等による清潔の保持 

（３）食事及び排泄等の管理 

（４）褥瘡の予防・処置 

（５）酸素療法・吸引器・経管栄養・人工肛門・カテーテル等の管理 

（６）認知症患者の看護 

（７）リハビリテーション 

（８）療養生活や介護方法の指導 、 家族相談、助言等 

（９）ターミナルケア 

（10）定期巡回随時対応型訪問介護・看護（連携型）における健康面や生活面のチェック、及び 

アドバイス 

（11）その他医師の指示による医療処置 

 

４．訪問看護の利用料  

（１）本事業所が提供する看護サービスの利用料は、別紙のとおりとします 

      ただし、夜間・早朝・休日・複数・訪問の場合は割増となります 

  （２）利用者は居宅において、サービス従事者がサービス実施のために使用する水道・ガス・電

気・電話等の費用を負担します 

（３）その他、看護サービス提供のなかで、診療報酬・介護報酬に含まれないものにかかる費用

については、別途料金がかかります 

 

 

 



５．料金のお支払い方法 

    当月の請求書を翌月 10 日までに発行し、指定日に貴口座より請求金額を引き落としさせてい

ただきます。引き落とし金額を確認し次第、領収書を発行いたします。   

     

６．個人情報の取り扱いについて 

  本事業所では、個人情報保護法に基づいてご利用者の個人情報の保護に努めております。 

  （１）事業者及び事業者の従業員は、正当な理由がない限り、利用者に対する訪問看護サービス

の提供にあたって知り得た利用者及び利用者の家族の秘密を洩らしません 

  （２）事業者は、この守秘義務は契約終了後も同様です 

  （３）事業者は、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の情報を用い

る場合は当該利用者の家族から同意を得ない限り、サービス担当者会議等において利用者

または利用者の家族の個人情報を用いません                    

                    

７．緊急時の対応  

    利用者の病状に急変が生じた場合速やかに処置を行い、その他必要な場合は、あらかじめ届け

られた連絡先に基づき可能な限り連絡を取り、速やかに主治医へ連絡を行う等必要な措置を講じ

ます。 

 

 ８．事故発生時の対応 

   事業者は、利用者や利用者の家族に対する訪問看護サービスの提供にあたって、万が一事故が

発生し、利用者や家族の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、

速やかに利用者に対して損害を賠償します。ただし、利用者や利用者の家族に重大な過失がある

場合は、賠償額を減ずることができます。 

   賠償責任保険加入先：全国公私病院連盟訪問看護事業者賠償責任保険 

 

９．サービス内容に関する苦情 

   （１）提供した訪問看護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓 

      口を設置します 

    担 当 者  佐伯 睦子（ 高岡ふしき病院附属訪問看護ステーション 管理者）  

受 付 時 間  営業日月曜日～金曜日：午前８時３０分～午後５時１５分          

電 話     ０７６６－４４－３１５８ 

 

   （２）当事業所以外に、市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます 

     高岡市高齢介護課                         電話 ０７６６－２０－１３６５ 

         富山県国民保険連合会（国保連）苦情処理係      電話 ０７６－４３１－９８３３ 

         富山福祉サービス運営適正委員会              電話 ０７６－４３２－３２８０ 

    

   （３）事業者は、提供した訪問看護サービスについて、利用者や利用者の家族から苦情の申し

出があった場合は、迅速かつ適正に対処し、サービスの向上、改善、再発の防止に努め

ます 

            



 １０．第三者評価の実施状況について 

    本事業所では、第三者の評価機関（外部機関）からの評価は受けておりません。 

 

 

 

 

サービス内容説明について          

     当事業者は、利用者に対する訪問看護サービスの提供にあたり、利用者       

    にサービス内容及び重要事項に関する説明を行いました。    

             

 令和    年    月    日 

 

                独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）  

事 業 者              高岡ふしき病院附属訪問看護ステーション   

 

  住   所      高岡市伏木古府元町 ８ー５    

   

説明者 氏名                          

              

      

 

 

 私は、訪問看護サービス内容及び重要事項について文書に基づき事業者から 

      説明を受けその内容に同意しました。       

             

   

     利用者 氏名                            

              

        代理人 氏名                   （続柄     ） 

 

 

 

 


